
スクールカウンセラー来校日 

10月２０日（金） 11月２日（木） 

※相談を希望する人は、担任又は係（石戸） 

まで、お気軽にお知らせください。 

 

 

 

 

 

 日中も肌寒いと感じる日が多くなり、着る物も長袖を選ぶようになると季節の変わり目を感じます。 

今月は文化祭や、駅伝大会なども控えています。疲れが残らないよう早めに休養し、体調やけがなど

悪化しないようにしましょう。 

 

 

 

 

 

 

病院に行きましょう！～視力・眼科の受診カードを１０月５日に再配付します～ 

 

 

 

☆１１月は｢ １
い
１
い
月８

歯
日｣に因んで、歯科検診の受診カードを再配付します。  

 

目と視力の･･･

Ｑ｡視力が悪くなっただけなのに病院に行かなきゃ行けないの 
なぁぜ？なぁぜ？ 

 
Ａ｡人は多少視力が下がってきていても、日常生活にあまり支障がないため気

づきにくいと思います。そのため放置しがちですが、視力低下は深刻な眼科

疾患が疑われることもあり、その場合は早期に適切な治療を受けないと視力

を回復できないこともあります。よって、視力が低下した場合は早く眼科に

行くことをお勧めします。 

 

Ｑ｡コンタクトを使用するのに病院に行かなきゃいけないの 
なぁぜ？なぁぜ？ 

 
Ａ｡①間違ったデータのレンズを自己判断で使用するのを避けるため 

 ②安全で適切なコンタクトを選択するため 

③病気に気づかないままコンタクトレンズを使用し続けるのを防ぐため 

④処方されたレンズが合わなかったときのリスクを減らすため 

受診率％ １年生 ２年生 ３年生 

視力・眼科 ６２％ ３０％ ６７％ 

高林中学校保健室 

養護教諭 

石戸 凌子 

Ｒ５．１０．４ 

１０月の保健目標 

『目の健康を守ろう』 

早めの受診を心掛けましょ

う。御協力よろしくお願い

します。 

 

 

参考：医療法人社団達洋会 杉田眼科 ＨＰ 
   宮前平おがわ眼科クリニック ＨＰ 
   Ｊコンタクト ＨＰ 



 

１０月２日（月）薬物乱用防止教室がありました！！ 

 

薬物乱用防止指導員(薬剤師)長谷川様をお招きして、全学年を対象に薬物乱用防止教室を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 講話では、薬物乱用とは何か、自分の体や心、周りの人にどういった影響を及ぼすかということだけで

なく、何事においても正しい知識を持つことが自分自身の人生を健全で豊かにすることができるという

お話がありました。内容を一部御紹介させていただきます。 

 

・医薬品においても、用法や用量を守らず使用すると薬物乱用となり、心や体に影響すること。 

・薬物乱用をすると脳の仕組みが破壊され、使う前の状態に戻ることはできないこと。 

・薬物により性格や生活習慣が変わると社会や周りの人々に重大な影響を与えること。 

・自分を知り、周りの大切な人を思うことで薬物を断る勇気を持つことができること。 

・困った時は一人で悩まず相談をすることが、自分も周りも守ることにつながること。 

 

昨今、若者のオーバードーズ1が急増しています。傾向として女性が 8 割、特に学生が多くなっていま

す。中学生になると、薬の管理をお子様自身が始める御家庭も多いと思います。しかし、その市販薬が薬

物乱用の入り口となる可能性があることから、用法用量や服用、購入のルールの確認などは、保護者の力

が必要であると感じました。この講話が薬物乱用や市販薬の使用、薬の管理について御家庭でもお話しす

る機会になると幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 せき止めやかぜ薬など、市販薬の過剰摂取 

 準備・司会進行は保健委員会の
生徒が頑張ってくれました！ 
 お礼の言葉は、保健委員長の 
安達亮晴さんでした。 

1 せき止めやかぜ薬など、市販薬の過剰摂取 


